
1 

稲沢市平和町体育館等の指定管理者候補者の選定結果について 

 
１ 施設の名称 

  稲沢市平和町体育館等 

（稲沢市平和町体育館、須ヶ谷グランド、六輪グランド、六輪テニスコート） 

 

２ 申請団体数 

  １団体 

 

３ 選定方法 

⑴ 当該団体から提出された申請書類（事業計画書、収支計算書等）の内容について、

施設所管課による第１次審査（書類審査）の後、稲沢市文化教育施設指定管理者候補

者選定委員会において、当該団体が指定管理者として適当かどうか、選定審査基準に

基づく審査を行い、選定した。 

 ⑵ 今回の選定にあたっては、次の理由から非公募とし、特定非営利活動法人平和地区

体育振興会に限定して審査を行った。 

ア 特定非営利活動法人平和地区体育振興会は、市が１００％出資する公共的団体と

して平成２０年度に設立されて以来、市の公の施設の管理を安全、円滑に行ってき

た実績があること。 

イ 特定非営利活動法人平和地区体育振興会は、経費節減のため、管理運営に支障が

ない範囲で最大限臨時職員対応をしていること。 

 

４ 選定審査基準 

⑴ 審査配点表（選定委員会委員１人あたり） 

  審      査     項      目 得 点（上限）

１ 利用者の平等な利用を確保すること

ができるものであるか 
（平等利用の確保） 

利用者の平等な利用の

確保 
 １０点 

利用者に対するサービ

スの向上 
 ３０点 

２ 施設の効用を最大限に発揮するものであるか 
（施設の効用発揮） 

 ４０点 

３ 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 
（管理経費の縮減） 

 ２０点 
※下記計算式 

により算出 

４ 施設管理を安定して行う物的・人的能

力を有していること 
  （安定経営能力） 

施設の適切な維持管理  ２０点 

経営の健全性  ２０点 

合           計 １４０点 
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※「管理経費の縮減」は、次の式により算出する。 
 評価点 ＝（指定管理料算定参考額 － 提案額）÷ 指定管理料算定参考額 × １００

  ⇒ 指定管理料算定参考額に対して、１％削減するごとに１点加算する計算式 
・算出結果の小数点第２位を四捨五入し評価点とする。 
・算出結果が「評価点＞配点」の場合は、「評価点＝配点」とする。 
・経費の縮減が利用サービスの低下を招いている場合は、０点とする。 

   

⑵ 選定条件について 
選定委員会委員１人の採点上限を１４０点とし、出席委員の得点数の合計が、総得

点数（７００点）の６割（４２０点）未満の場合は、指定管理者の候補者に該当しな

いものとする。 

 

５ 選定結果 

申請団体

審査項目 
特定非営利活動法人平和地区体育振興会 

１ 平等利用の確保 

利用者の平等な

利用の確保 
４３点 

利用者に対する

サービスの向上 
１１４点 

２ 施設の効用発揮 １６８点 

３ 管理経費の縮減 ３０.５点 

４ 安定経営能力 

施設の適切な 

維持管理 
８４点 

経営の健全性 ８０点 

合計〔７００点〕 ５１９.５点 

選 定 理 由 

提出された申請書類（事業計画書、収支

計算書等）の内容について、当該団体から

説明を受け、質疑を行い、審査項目に沿っ

て採点する方法で選定審査を行った。その

結果、得点数合計が配点の６割（４２０点）

を上回り、選定条件を満たした。 

また、当該団体は、今日まで当該施設を

指定管理者として適切に管理してきた実績

があり、今後も引き続き安定かつ適正な業

務の遂行が期待できること、各種事業の提

案内容から利用者の拡大とサービス向上に

高い意識を持ち、稼働率の向上が期待でき

ることを評価し、候補者として選定したも

の 
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６ 指定管理者候補者 

  団体の名称：特定非営利活動法人平和地区体育振興会 

  所 在 地：稲沢市平和町中三宅二丁割３５番地 

 

７ 選定委員会委員 

冨岡  徹 大学教授 

淺井 順一 税理士 

篠田 智徳 稲沢市市長公室企画政策課長 

榊山 隆夫 稲沢市教育委員会生涯学習課長 

渡部  洋 稲沢市教育委員会スポーツ課長 

 

８ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

９ 選定の経過 

○募集要項等の配布       平成２５年７月９日から７月２６日まで 

 ○申請書類の受付        平成２５年８月１６日から８月３０日まで 

 ○第１次審査（書類審査）    平成２５年９月２日から９月５日まで 

 ○指定管理者候補者選定委員会  平成２５年１０月１０日 

 

 

 


